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(森林圭) 圃・圃・・・ーかち事選領波の話があり、その後、 9~ 3日に ]RT

佐藤さんから「平成 30年度のチセヌプリスキー場営業はJRTで行う予定で、 M

MPとはまだ話は京と支っていない。Jと回答があった。 I

(MMP) J RTからMMPが事業を引継ぎ、関越間1・常時代のリフト社 5億円かけて

再整備したいと考えている山早ければ、半j戊30年9月中に事業譲住契約し、前

林貸付契約仰受理fもMMPに変5旺したい。
(森林宣)過去に関越町から JRTへ事業簸波時と同様な手続きが必

月中は虫~現です。

ごィチじと思うが、スキー場事業をするなら索道事業の北海道運輸局と環虎生活・

~自然公開法の手続きも必~です。

(J R T)既に平成 30年冬の CATSKI受付守備もあるので、 9月がで除ないなら、:cp:

jぷ31年4月から卒業銀艇できるようにしたい。

(森林電)MMPの現地事務所はどうするのか。

(MMP)人も事務所も現地に置く予定です。

(JR'T) MMPへの事業譲渡でどのような提出書紙が必更か。

(緑林君主)間越阿fからMMPへの場合と同様な場合、次のとおり。

MMP会社概要 事業計画香

分掌表 役員名簿

決算書 (I-l2 8年12月、 1-I29年 12月、日 3012月)

会社概況簿 収支予算訴さ

連有子保ciif人 その他必~種類

森林室4 
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蘭越町とMMPの拠約関係書類を手交したD

道有林貸付契約書 イ事業部渡契約書

栴利誠渡に付随する覚書エ 契約者の地位承継に関する拠約書
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